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第１ はじめに 

 

 海難の多くは国際基準を満たさない船舶（サブスタンダード船）に起因しており、航

行の安全及び海洋環境の保全を図るには、これを排除する必要がある。このため、入港

する外国船舶に対する立入検査（ポートステートコントロール：ＰＳＣ）が行われるよ

うになった。 

 しかし、港毎に各国独自のＰＳＣが行われれば、船舶の商業活動に悪影響が及ぶ可能

性もある。また、サブスタンダード船を排除するには、各国がその情報を共有し、入港

させない等の措置を講ずる必要がある。このため、一定の地域毎に協力体制が構築され、

ＰＳＣに関するマニュアルや情報交換システムの整備が図られるようになった。 

 このような取り組みは、欧州から始まったが、現在では世界各地に拡がっている。地

域毎の協力体制を構築する場合、ＭＯＵ（Memorandum of Understanding：覚書）を作

成し、各国が署名する。欧州では 1982 年にパリ MOU が作成され、事務局はオランダ・

ハーグに置かれた。アジア太平洋地域では、1993 年に東京ＭＯＵが作成され、事務局は

東京になった。 

当財団は、東京ＭＯＵに基づく事務局としての業務を行うとともに、域内各国、特に、

発展途上国の人材育成等に関する事業を行っている。 

 

 本年度に当財団が実施した主な業務は、以下のとおりである。 

1)2010 年 6 月にベトナムで政府間会合（ＰＳＣ委員会）を開催 

2)2010 年 9～11 月に危険物個品輸送に関する集中検査を実施 

3)中国・シンセンでのセミナー、日本での基礎及び中級研修など、各国で各種研修等

を実施 

4)ＰＳＣマニュアル、情報交換システム等を見直し、改善 
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第２ 事務報告 

 

1. 基本財産等 

2010 年度末の基本財産は、満期保有目的債券 5 千万円となっている。同年度末の

研修事業基金は、時価評価で 1,888,253,080 円（債券額面 20 億円）となっている。 

 

2. 役員等 

2010 年度末の役員名簿を別添１に、評議員名簿を別添２に示す。 

 

3. 理事会及び評議員会 

1) 理事会の開催状況 

① 第 44 回：2010 年 4 月 1 日、議題＝理事長及び専務理事の互選並びに顧問の委嘱 

② 第 45 回：2010 年 5 月 26 日、議題＝平成 21 年度事業報告及び決算報告 

③ 第 46 回：2011 年 3 月 16 日、議題＝給与規程等の改正、平成 22 年度予算の変更、

平成 23 年度事業計画及び収支予算並びに公益法人改革への対応方針 

2) 評議員会の開催状況 

① 第 23 回：2010 年 5 月 25 日、議題＝平成 21 年度事業報告及び決算報告 

② 第 24 回：2011 年 3 月 15 日、議題＝給与規程等の改正、平成 22 年度予算の変更、

平成 23 年度事業計画及び収支予算並びに公益法人改革への対応方針 

 

4. 事務局機構 

2010 年度末現在の機構図を別添３に示す。 

 

5. 所管官庁への申請、届出等 

1) 国土交通大臣への届出：事業状況の報告等を 2010 年 6 月 1 日に行った。 

 

 

6. その他 

1) 公益財団法人日本財団から助成金を受理するとともに、来年度の助成申請を行っ

た。 

2) 公益法人改革関連のセミナー等に出席し、情報収集に努めた。 
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第３ 事業報告 

 

1. 東京ＭＯＵに基づく事務局としての事業 

1) 2010 年次報告書を作成した。当該報告書には、ＰＳＣ検査情報の解析を行いとり

まとめた旗国、政府代行機関別の航行停止処分率等を掲載した。（別添４に旗国別、

別添５に船級別のデータを示す。）なお、近年、検査率（検査隻数/入域船舶数）が

低下していたが 2010 年は向上した。一方、航行停止処分率は低下傾向にある。（別

添６に検査率等のデータを示す。） 

2) 2010 年 7 月及び 2011 年 2 月にロンドンで開催された国際海事機関（IMO）第 18

回及び第 19 回旗国（FSI）小委員会に出席し、東京 MOU の年次報告書等を紹介する

とともに、PSC に関する諸問題の討議に参加した。 

3) 2010 年 5 月にアイルランドで開催されたパリＭＯＵ・ＰＳＣ委員会に出席し、集

中検査の共同実施、情報コードの共通化等に関して、調整を行った。 

4) 2010 年 6 月に、ベトナムで第 20 回ＰＳＣ委員会（議長：ロシア Dr. Vitaly Klyuev）

を開催した。本会合では、東京 MOU 戦略計画（Strategic Plan）、船舶長距離識別

追跡装置（LRIT）に関するガイドライン等を採択するとともに、マーシャル諸島を

コーポレートメンバーとすることを承認した。また、何度も航行停止処分をうけて

いる劣悪船に対する暫定措置として、ホームページでの公表、旗国及び船主への通

知並びに入航港毎の検査を実施することとした。なお、議長の改選が行われシンガ

ポール Mr. Ong Hua Siong が選任された。 

同委員会には、他の PSC 地域組織であるインド洋、パリ、黒海及びヴィーニャ

デルマール（南米）ＭＯＵ並びに米国コーストガードが出席し、情報交換、調整等

に努めた。 

5)ロシアのデータセンターと協力し、適切かつ迅速なデータ提供ができるよう、情

報システム等について適宜見直し、改善を行った。また、一般公開用ホームページ

（英文）での情報提供について、今年度から「劣悪船リスト（list of under-performing 
ships）」を公開するなど充実強化した。 

6)本事業は、各国拠出金と公益財団法人日本財団の助成により実施した。 

 

2. アジア太平洋地域におけるＰＳＣに資する事業 

1) セミナー、研修等を以下に示すとおり実施した。 

① 2010 年 5 月 24 日から 2 週間、韓国で中級研修を実施し、2 カ国（インドネ

シア及びベトナム）2名が参加した。 

② 同年 6月 28 日から 3週間、基礎研修を横浜で実施した。域内 12 カ国・地域

（チリ、中国、フィージー、インドネシア、韓国、マレーシア、パプアニュ

ーギニア、フィリピン、ロシア、タイ、バヌアツ及びベトナム）から 12 名

が参加した。また、IMO（国際海事機関）の要請により、7つの地域 MOU（ア

フリカ、南米、黒海、カリブ海、インド洋、地中海及び中東）から計 7名が
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参加した。 

③ 同年 7月 26 日から 4日間、海洋汚染防止条約附属書 VI の改正、危険物個品

輸送に関する集中検査等に関するセミナーを中国で開催した。18 カ国・地域

（豪州、カナダ、チリ、中国、フィージー、香港、インドネシア、日本、北

朝鮮、韓国、マカオ、マレーシア、パプアニューギニア、フィリピン、ロシ

ア、シンガポール、タイ及びベトナム）が参加した。 

④ 同年 8月 3日から約 2週間、中国で中級研修を実施し、3カ国（マレーシア、

フィリピン及びタイ）3名が参加した。 

⑤ 同年 9 月 12 日から 1 週間、フィリピン・セブ島へ日本から 2 名の専門家を

派遣し、約 30 名に研修を行った。 

⑥ 同年 9月 20 日から 2週間、ロシア・ウラジオストックで中級研修を実施し、

1カ国 1名が参加した。 

⑦ 同年 10 月 18 日から 2 週間、フィージーへ豪州から 2 名の専門家を派遣し、

約 10 名に研修を行った。 

⑧ 同年 10 月 22 日から 2週間、各地方運輸局で中級研修を実施した。10 カ国（チ

リ、中国、インドネシア、韓国、マレーシア、パプアニューギニア、フィリ

ピン、ロシア、タイ及びベトナム）から 10 名が参加した。 

⑨ 同年 11 月 22 日から 2週間、マレーシア・カリマンタンに日本から 2名の専

門家を派遣し、約 20 名に研修を行った。 

⑩ PSC 検査官交流について、2010 年 6 月ニュージーランド→シンガポール、同

年8月韓国→カナダ、同年同月カナダ→日本、2011年 1月日本→カナダを各々

2週間実施した。 

2) なお、本事業は公益財団法人日本財団から提供された事業基金の運用収入により

実施した。 

 

3. その他関連事業 

1) 公益財団法人日本財団の助成により、インド洋 MOU への専門家派遣事業を昨年度

から 3 年計画で実施している。本年度は、インド及びケニアへ専門家を派遣して

研修を行った。 

① インド研修：2010 年 10 月 4 日から 2週間、豪州、チリ及び日本の専門家、イ

ンド、ケニア、南アフリカ、レユニオン島（フランス海外県）から 13 名の研

修生 

② ケニア研修：2011 年 1 月 31 日から 2週間、豪州、韓国及び日本の専門家、ケ

ニア、南アフリカ、タンザニア、スーダン、オマーン、ガイアナ、トルコ、

アルゼンチン、ナイジェリア、チュニジアから 16 名が参加（内、8名に対し

て IMO が旅費を負担） 
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役 員 名 簿 

 
                       平成 23 年 3 月 31 日現在 
                     （財）東京エムオウユウ事務局 
 
 
                          （順不同、敬称略） 
 
理事長（常 勤）中﨑 郁夫  元専務理事、元国土交通省近畿運輸局次長 
 
理 事（非常勤）石橋 幹夫 （財）海上保安協会理事長、元海上保安庁警備救難監 
 
理 事（非常勤）篠原 正人  東海大学海洋学部 教授 
 
理 事（非常勤）角  洋一  横浜国立大学教授 
 
理 事（非常勤）津田 尚輝 （財）日本船舶技術研究協会理事長 
 
理 事（非常勤）中村 祐三 （財）海技振興センター常務理事 
 
理 事（非常勤）森本 靖之 （社）船長協会会長 
 
監 事（非常勤）吉田 公一  元財団法人 日本海事広報協会理事長 
 
監 事（非常勤）渡邊 幸生  元財団法人日本造船技術センター理事長 
 
 
（任期：平成 24 年 3 月 31 日まで） 

別添１ 
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評 議 員 名 簿 

 
 
                       平成 23 年 3 月 31 日現在 
                     （財）東京エムオウユウ事務局 
 
 
 
                          （順不同、敬称略） 
 

今津 隼馬   東京海洋大学 副学長 
 
小川 征克   日本水先人会連合会専務理事、元（独）航海訓練所理事長 
 
今  義男   （財）シップ･アンド･オーシャン財団 理事長 
 
平林 茂    石油海事協会専務理事（元出光タンカー株式会社取締役） 
 
藤野 正隆   東京大学名誉教授 
 
成瀬 進    国際港湾協会事務総長 元国土交通省東北整備局副局長 
 
 
山本 圭吾   元（社）日本造船協力事業者団体連合会専務理事 
        元運輸省中国運輸局次長 
 

 
（任期：平成 24 年 3 月 31 日まで） 

 

別添２ 
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事 務 局 機 構 図 
 

   平成 23 年 3 月 31 日現在 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添３ 

業務課長 

顧 問 

理 事 長 

専務理事（空席） 

事務局長（空席） 

管理課長 企画課長 

臨時職員 
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SUMMARY OF PORT STATE INSPECTION DATA 2008 – 2010  
BLACK – GREY – WHITE LISTS 

 

 

別添４ 
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参考：パリ MOU 資料 
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参考：米国コーストガード資料 
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参考：IMO への共同提案 
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PERFORMANCE OF RECOGNIZED ORGANIZATION 

 

 

別添５ 
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別添６ 


